
平成３０年葛巻町議会１２月定例会議 会議録（ 第１号 ） 

 

平成３０年１２月７日（金）   

午前 １０ 時    開  議     

 

 

【 再 開 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  ・町民憲章朗唱 

 

【 会議録署名議員の指名 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  日程第１  会議録署名議員の指名 

 

【 諸般の報告 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

  日程第２   諸般の報告 

・例月現金出納検査報告書の配布 

・陳情書、要望書の配布 

(1) 陳情第11号  消費税10％増税の中止を求める陳情書 

(2) 要望第５号  江刈中学校からの要望書 

(3) 要望第６号  葛巻町森林組合からの要望書 

・出張報告 

 

【 報告第12号上程、報告 】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

日程第３  報告第12号  葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改 

正する条例制定の専決処分の報告について 

 

【 議案第32号～議案第42号上程、説明、委員会付託 】・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

日程第４  議案第32号  平成30年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ） 

日程第５  議案第33号  平成30年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正 

予算（ 第２号 ） 

日程第６  議案第34号  平成30年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算 

（ 第１号 ） 

日程第７  議案第35号  平成30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予算 

（ 第１号 ） 

日程第８  議案第36号  平成30年度葛巻町水道事業会計補正予算（ 第１号 ） 

日程第９  議案第37号  一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する 

条例 

日程第10  議案第38号  町立コミュニティセンター等条例の一部を改正する条 

例 

 



日程第11  議案第39号  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の 

数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更 

の協議に関し議決を求めることについて 

日程第12  議案第40号  葛巻小学校大規模改修工事の変更請負契約の締結に関 

し議決を求めることについて 

日程第13  議案第41号  ふれあい宿舎グリーンテージ改修工事の変更請負契約 

の締結に関し議決を求めることについて 

日程第14  議案第42号  公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求める 

ことについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年葛巻町議会１２月定例会議 会議録（第１号） 

議事日程告示年月日  平成３０年１１月２９日（ 水 ） 

再 開 年 月 日  平成３０年１２月７日（ 金 ） 

会 議 の 場 所  葛巻町役場 

会 議 年 月 日  平成３０年１２月７日（ 金 ） 開議１０時００分   散会１０時４９分 

議員出席状況 
 
 

（ 凡  例 ） 
 

○  出    席 
△   欠   席 
遅  遅   刻 
早  早   退 

議席番号 議 員 氏 名 出欠席の有無 議席番号 議 員 氏 名 出欠席の有無 

１   ６ 姉 帯 春 治 ○ 

２ 山 崎 邦 廣 ○ ７ 山 岸 はる美 ○ 

３ 大 平   守 ○ ８ 辰 柳 敬 一 ○ 

４ 柴 田 勇 雄 ○ ９ 高 宮 一 明 ○ 

５ 鈴 木   満 ○ 10 中 崎 和 久 ○ 

会議録署名議員 ２ 番 山 崎 邦 廣 ７ 番 山 岸 はる美 

会 議 の 書 記 議会事務局長 触 沢   誉 議会事務局総務係長 村 木 晋 介 

 

 地方自治法 
 
 第１２１条 
 
 により説明 
 
 のため出席 
 
 した者の職 
 
 ・氏名 

役   職   名 氏   名 役  職  名 氏    名 

町    長 鈴 木 重 男 農林環境エネルギー課長 山 下 弘 司 

副  町  長 觸 澤 義 美 建設水道課長 中 山 優 彦 

教  育  長 吉 田 信 一 教育委員会事務局教育次長 石 角 則 行 

農業委員会長 深 澤   進 病院事務局長 松 浦 利 明 

代表監査委員 馬 渕 文 雄 農業委員会事務局長 千 葉 隆 則 

総務企画課長 丹 内   勉 総務企画課室長 大川原 洋 一 

政策秘書課長 服 部 隆 行 政策秘書課室長 波 紫 徳 彰 

住民会計課長 村 中 英 治 総務企画課財政係長 近 藤 桂 太 

健康福祉課長 楢 木 幸 夫   

   



１ 

（ 開議時刻  １０時００分 ） 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

朝のあいさつをします。おはようございます。 

ただいまから、平成 30年葛巻町議会を再開します。 

本日の会議に先立ち、葛巻町民憲章の朗唱を行います。 

事務局長に主文を先導して朗読させますので、引き続き、全員で朗唱願います。 

町民憲章のしおりを準備の上、ご起立願います。 

 

議会事務局長（ 触沢誉君 ） 

それでは、朗読いたしますので、引き続き朗唱ください。 

葛巻町民憲章 

第１章、幸せな輝かしい未来のために、たくましい体力と気力、知性と創造性に満ち

た人を育てる、教育の町づくりにつとめます。 

第２章、明るく楽しい生活のために、きまりを守り、温かい心をもって、互いに助け

あう、福祉の町づくりにつとめます。 

第３章、豊かな美しい郷土のために、自然を愛し、資源の活用に、力を合せて生き生

きと働く、産業の町づくりにつとめます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

ご着席ください。 

以上で、町民憲章の朗唱を終わります。 

これから、平成 30年葛巻町議会 12月定例会議を開きます。 

ただいまの出席議員は、9名です。 

定足数に達していますので、会議は成立しました。 

なお、本定例会議の会議日程は、本日から 12月 14日までの８日間とします。 

本日の議事日程は、あらかじめ告示したとおりです。 

これから、本日の議事日程に入ります。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、葛巻町議会総合条例第 120条の規定により、議長から、２

番、山崎邦廣君及び７番、山岸はる美さんを指名します。 

次に、日程第２、諸般の報告を行います。 

はじめに、例月現金出納検査の報告書が監査委員から提出されていますので、その写

しをお手元に配布しています。ご参照願います。 

次に、陳情第 11号、消費税 10％増税の中止を求める陳情書、要望第５号、江刈中学

校からの要望書、要望第６号、葛巻町森林組合からの要望書の３件については、議会運

営委員会での協議の結果を踏まえ、議員配布の扱いとします。 

次に、出張報告をします。 

11 月６日から９日まで、輝くふるさと常任委員会県外視察研修のため、沖縄県に出

張しました。 
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11 月 20 日から 21 日まで、岩手県町村議会議長会政務調査会研修会及び議長全国大

会出席のため、東京都に出張しました。 

これで、出張報告を終わります。 

なお、平成 30年葛巻町議会９月定例会議から本日までにおいて、葛巻町議会総合条

例第 121条第１項ただし書きにより、議長において議員を派遣したのは、お手元に配布

した資料のとおりですので、これを報告します。 

以上で、諸般の報告を終わります。 

次に、日程第３、報告第 12号、葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を

改正する条例制定の専決処分の報告について、説明を求めます。 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

お疲れ様でございます。 

それでは、報告第 12号をご説明申し上げます。 

議案集を１枚おめくりいただき、１ページお願いいたします。 

葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例制定の専決処分の

報告についてでございます。 

２ページをお願いいたします。 

専決処分書でございます。葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり制定するものとし、地方自治法第 180条第１項及び葛巻町議会総

合条例第９条第６号の規定によりまして、平成 30年 11月 30日付けで専決処分を行っ

たものでございます。 

別紙でございますが、３ページをお願いいたします。 

葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例につきましては、例えば、職員が大学課程

を履修しようとする場合、３年の範囲内で条例で定める期間、休業を承認できるとする

地方公務員法の規定を受けまして、同法の規定により必要事項を定めているものでござ

いますが、今回、改正しようとする第４項第２号は休業の対象となる教育施設等を規定

しているものでございます。今般、条文中、引用している学校教育法が一部改正され、

大学制度の中に新たに専門職大学及び専門職短期大学の制度が設けられ、関係条項が追

加されましたことから、引用する条項を整理し、直したものでございます。 

なお、現在、当町において、この制度を利用した実績はございません。 

附則としまして、平成 31年４月１日からの施行とするものでございます。 

以上で、専決処分の報告に係る説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し

上げます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで、説明を終わります。 

これから、質疑に入ります。 

報告第 12号、葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例制定

の専決処分の報告について、質疑があれば、これを許します。質疑ありませんか。 
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（ 「なし」の声あり ） 

これで、質疑を終わります。 

報告第 12号、葛巻町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例制定

の専決処分の報告についてを終わります。 

次に、日程第４、議案第 32号、平成 30年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）か

ら、日程第 14、議案第 42号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めるこ

とについてまでの 11議案を一括議題とします。 

順次、提案理由の説明を求めます。 

総務企画課長。 

 

総務企画課長（ 丹内勉君 ） 

提案理由をご説明申し上げます。 

最初に、一般会計補正予算書と議案資料、議案資料は１ページ、２ページでございま

すが、ご準備をお願いいたします。 

議案第 32号、平成 30年度葛巻町一般会計補正予算（ 第３号 ）でございます。 

今回の補正は、歳出では、新エネルギー・省エネルギー推進事業費、障害者自立支援

給付事業費、高等教育振興事業費などを増額し、歳入では、国庫支出金、県支出金の減

額、基金繰入金、町債の増額などが主な内容となっております。また、本定例会議には、

いわゆる人事院勧告に対応した職員給与条例の改正案も上程申し上げており、改正内容

等を反映させた職員給与費の補正も計上しているものでございます。 

それでは、補正予算書の１ページをお願いいたします。 

第１条、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ 121,479,000円を追加

し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 7,070,180,000円とするものでございます。 

第２条の地方債の補正は、第２表でご説明申し上げます。 

６ページをお願いいたします。 

第２表、地方債補正でございます。 

今回は新たに２件、合わせて 13,300,000円の起債事業を追加し、また、変更４件は

起債限度額を合計で 219,700,000 円から 58,500,000 円を増額し、278,200,000 円に変

更するものでございます。 

追加の１件目、地域情報化推進事業でございますが、今般のトヨタとの包括連携協定

に基づく最初の連携事業として、ライフビジョンという情報配信システムの構築費を歳

出に計上いたしましたことから、その財源として緊急防債、減災事業債 13,000,000円

を見込むものでございます。 

道路河川災害復旧事業でございますが、28 年災の橋梁復旧工事費に対し、国庫補助

金を除いた町負担分の財源として 300,000円を見込むものでございます。 

次に、変更でございますが、１件目のまちづくり推進事業につきましては、今年度予

定している定住促進住宅の整備にあたって、歳出に通路用地の取得費を計上しており、

その財源として過疎対策事業債 3,700,000円を増額し、補正後の限度額を 123,100,000

円に変更するものでございます。 

同様に、以下、労働事業は、歳出で町内事業の人が対象の雇用促進事業補助金の増額



４ 

を計上しますことから、その財源として過疎対策事業債を 8,000,000円増額し、補正後

20,000,000円とするもの。 

道路整備事業は、町道茶屋場田子線に係る歳入、国、県補助金が減額になることから、

その財源として過疎対策事業債を 42,800,000円増額し、補正後を 121,100,000円とす

るもの。 

最後の学校教育施設整備事業は、歳出の葛巻小学校大規模改修事業の追加工事を計上

しましたことから、その財源として過疎対策事業債 4,000,000 円を追加し、補正後

14,000,000円とするものでございます。 

起債の方法、利率及び償還の方法等に変更はございません。 

歳出の主な内容でございますが、14ページをお願いいたします。 

２款、総務費、１項、６目、企画費、地域情報化推進事業費、13 節、委託料の情報

配信システム構築業務 13,000,000円は、トヨタとの包括連携協定に基づく最初の取り

組みとして、スマートフォン向け情報配信アプリであるライフビジョンを活用し、行政

情報、防災情報、生活情報のほか、観光、特産品情報などをスマートフォンで見られる

ようにシステムを構築するための経費でございます。 

その次のその他委託料、光配線新設業務 4,253,000円の増は、いわゆる葛巻第２風力

発電の変電所に光ファイバーを配線するための経費でございます。この業務につきまし

ては、発電事業者からの申請に基づき行うものであり、工事費の全額を事業者が負担す

ることから、歳入の雑入に地域情報通信基盤施設移設等工事負担金として同額を計上し

ているものでございます。 

その次の４、定住対策推進事業経費の用地取得費 5,000,000円は、葛巻第９地割の町

有地に定住促進住宅の整備を予定しており、当該敷地から国道までの通路を確保するた

めに私有地を取得しようとするものでございます。 

次の７目、環境エネルギー推進費の２、新エネルギー・省エネルギー推進事業費

20,000,000 円の増でございますが、今般、分散型エネルギーインフラプロジェクトと

して、10 分の 10 の国庫補助事業採択の内定を受けたため実施するものでありまして、

新エネルギーの地産地消を推進するために町が風力発電を整備しようとした場合の可

能性の調査、利活用の方策や諸課題等について調査、検討業務を行うものでございます。 

17ページをお願いいたします。 

３款、民生費、１項、２目、心身障害者福祉費、２、障害者自立支援給付事業費の

20節、扶助費 22,767,000円の増でございますが、障害福祉サービス費等は、利用者数

及び利用回数、時間等、利用するサービスの量的な増加に加えまして、報酬単価改定の

影響により予算不足が生じたものでございます。補装具費につきましては、電動椅子や

義足等でございますが、購入件数、あるいは修理件数等が当初予定を上回る見込みであ

り、実績見込みにより増額するものでございます。 

20ページをお願いいたします。 

５款、労働費、１項、１目、労働諸費の２、雇用促進事業費の補助金、雇用促進事業

8,000,000円の増につきましては、若年雇用を中心に制度の利用件数が増えており、実

績見込みによる増でございます。 

25ページをお願いいたします。 
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８款、土木費、２項、３目、道路新設改良費の２、道路改良事業費・茶屋場田子線

13,420,000 円の減は、交付金対象事業としての国からの配分が当初見込みを下回った

ため、事業費を減額調整するものでございます。 

次の３、道路改良事業費・葛巻浦子内線 19,000,000円の増は、茶屋場田子線の整備

に伴い、葛巻浦子内線の再整備、大橋の架け替え等の計画を進めております。このうち

橋梁につきましては、林業の町のシンボルとして、また、歩き回りたくなるまちなかの

魅力スポットを創出し、観光客の周遊等を促進するため、地元産材の集成材等をふんだ

んに用いた木製の屋根付き橋を計画するものでございます。本業務は、当該屋根の設計

及び屋根を乗せることにより橋台等下部工の強度再計算が必要になりますことから、こ

れら業務委託費を合わせた経費の計上でございます。 

28ページをお願いいたします。 

10款、教育費、１項、３目、高等学校振興費の高等教育振興事業費 24,500,000円の

増は、新年度からの開設に向けて準備を進めております山村留学生寄宿舎につきまして、

11節、需用費及び 18節、備品購入費は寄宿舎で使用する調度品や調理器具の備品、あ

るいは寮の運営に必要な生活必需品の購入費を計上したものでございます。 

13 節、委託料の山村留学生支援員指導業務は、寄宿舎の運営にあたっては留学生が

安心して高校生活を送れるよう日常生活の支援や相談等を受け持つ山村留学生支援員

を配置する予定であり、本経費は当該支援員としての知識、技術等の習得のための研修

等に要する経費でございます。 

次の２項、１目、学校管理費、２、小学校施設維持修繕事業、15 節、工事請負費の

葛巻小学校大規模改修工事 4,000,000円は、現在 29年度の繰越事業として行っており

ます同校舎の大規模改修工事を進める中で、校舎屋根の軒先の著しい腐食等を確認した

ため、その改修費を現年度会計で追加措置するものでございます。 

次に、各款に計上しております職員給与費の補正の概要でございますが、32 ページ

お願いいたします。 

最初に、特別職でございますが、一番下の行の比較の計で申し上げますと、主に人事

院勧告に基づく期末手当が 0.05 月分、180,000 円の増、右側の共済費が 190,000 円の

減額で、合計で 16,000円の増額をするものでございます。 

次の 33ページでございますが、一般職に係る給与費でございます。(１)の総括で申

し上げますと、比較の欄で、職員 91人分の給料、手当、合わせまして 13,967,000円の

増、これに共済費を加えました総額で 17,719,000円の増額となるものでございます。 

職員手当の補正の内訳は下の表、扶養手当 302,000円の増のほか、以下のとおりでご

ざいます。 

次のページ、34 ページでございますが、今回の補正額を人事院勧告に基づく給与改

定分、昇級分、人事異動分等の増減の事由別に整理してございますので、ご確認をお願

いいたします。 

次に、これらの財源となる歳入でございますが、９ページをお願いいたします。 

13 款、国庫支出金、１項、１目、民生費国庫負担金、１節、障害者自立支援給付費

等負担金の障害者自立支援給付費負担金、国２分の１、11,383,000 円の増及び一番下

の段でございますが、14 款、県支出金、１項、１目、民生費県負担金、２節、障害者
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自立支援給付費等負担金の障害者自立支援給付費負担金、県４分の１、5,691,000円の

増は、歳出、障害者自立支援給付事業費の増額補正に係る財源を見込んでいるものであ

りまして、国、県補助金、合わせて４分の３、町が４分の１を負担することになるもの

でございます。 

次に、２項、国庫補助金、１目、総務費国庫補助金の地域経済循環創造事業交付金、

国 10分の 10、20,000,000円は、歳出、分散型エネルギーインフラプロジェクト事業に

係る国からの交付金でございます。 

その下の行、４目、土木費国庫補助金の社会資本整備総合交付金、国 100分の 59.5、

39,600,000円及び次のページの 14款、県支出金、２項、５目、土木費県補助金、市町

村道整備補助金、県 100分の 32.4、16,620,000円の減は、歳出、道路改良事業費・茶

屋場田子線の財源でありますが、交付金対象事業としての国からの配分額及び補助金交

付率の実績等が当初見込みを下回ったため減額するものでございます。 

17款、繰入金、１項、３目、１節の公共施設等整備基金繰入金 20,200,000円でござ

いますが、歳出、道路改良事業費・葛巻浦子内線の橋梁設計業務に向けて 19,000,000

円を、定住促進住宅の通路用地取得に向けて 1,200,000円を取り崩して充てようとする

ものでございます。 

次の４目、１節の地域づくり振興基金繰入金 23,500,000円は、歳出、山村留学生寄

宿舎の備品整備費等に充てるものでございます。 

20 款の町債につきましては、先ほどの地方債補正の説明と内容が重複しますので、

省略させていただきます。 

議案第 32号につきましては、以上でございまして、次に、議案第 33号、平成 30年

度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（ 第２号 ）を、お願いいたします。 

今回の補正は、国保事務に係る電算処理システム改修費の計上及び職員給与費の調整

が主な内容でございます。 

１ページでございますが、第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ 270,000

円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,093,980,000円とするものでございます。 

７ページをお願いいたします。 

歳出の事項別明細でございますが、１款、１項、１目、一般管理費の 13節、委託料、

電算処理委託料の国保情報データベースシステム改修業務 270,000円は、国保制度の都

道府県化移行に伴い、国への国庫補助申請等に係る電算システムの一部を修正する必要

が生じましたことからの改修費でございまして、その財源は特別調整交付金として国か

ら措置されるものであり、同額を前ページの歳入に計上しているものでございます。 

２の職員給与費、総額 300,000円につきましては、一般会計同様、国に準じた給与改

定及び昇給、人事異動分等を調整したものでございまして、内訳につきましては、９ペ

ージ以下の給与費明細書でご確認をお願いいたします。 

次に、議案第 34号、平成 30年度葛巻町農業集落排水事業特別会計補正予算（ 第１

号 ）を、お願いいたします。 

１ページの第１条、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ

10,863,000 円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ 219,042,000 円とするもので

ございます。 



７ 

６ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、７款、繰越金、１項、１目、１節、前年度繰越金 10,863,000

円は、29年度会計の余剰金を処理した純繰越金でございます。 

7ページの歳出では、２款、施設管理費、１項、１目、農業集落排水施設管理費及び

２目、町整備型浄化槽管理費につきましては、主に葛巻、四日市、両クリーンセンター

及び町整備型浄化槽の各施設設備の消耗部品の取り替えに要する経費を増額するもの

でございます。 

補正関係は以上でございまして、次に条例等でございます。 

議案集をお願いいたします。議案集の５ページ、資料は 3ページ、4ページをお願い

いたします。 

議案第 37号、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例でございま

す。内容は議案資料でご説明申し上げます。議案資料の３ページをお願いいたします。 

改正の趣旨でございますが、今年度の人事院勧告を踏まえて一部改正された国の一般

職の職員の給与に関する法律等の改正内容に準じて、一般職の職員給与、議会議員及び

常勤特別職、町三役でございますが、期末手当を改定しようとするものでございます。 

２の改正条例名でございますが、本改正条例案は全７条からの構成でございまして、

一般職の職員の給与に関する条例ほか合わせて４本の現行条例を改正するものでござ

います。 

３の改正概要でございますが、最初に(１)の一般職の職員に関する改正からご説明申

し上げます。 

１点目が、医師に係る初任給調整手当でございまして、月額 414,300円を 500円引き

上げまして 414,800 円とし、30 年４月１日から遡及適用しようとするものでございま

す。 

２点目が、いわゆる給料表の改正でございまして、月額平均 0.2パーセント、金額に

して 400 円から 1,000 円の引き上げになるものでございます。同じく、30 年４月１日

から遡及適用しようとするものでございます。 

３点目が、勤勉手当でございまして、民間の支給割合に見合うように、30年 12月期

の支給月数を 0.05 月引き上げるものでございます。再任用職員以外は 0.90 月を 0.95

月に、再任用職員の場合は 0.425月 を 0.475月とし、12月１日からの適用とするもの

でございます。 

４点目が、年２回支給されます期末手当の支給月数の調整でございまして、現在６月

期と 12月期で支給月数に差がございますが、この支給月数を等分にする改正でござい

まして、再任用職員以外の場合、年 2.6月分を 1.3月分ずつ、再任用職員の場合で、年

1.45月分を 0.725月分ずつ等分の支給月数にするものでございます。31年度分から適

用するものとし、施行日は平成 31年４月１日でございます。 

次の勤勉手当の支給月数の調整も同じ趣旨でございまして、再任用職員以外の場合、

今年度 12月支給月分が 0.05引き上げられた場合、年 1.85月の支給月数となりますこ

とから、来年度以降 0.925月分ずつ等分にする改正でございます。 

次の４ページをお願いいたします。 

上の(２)、(３)は、議員と常勤特別職の期末手当に関する改正でございまして、改正
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内容は同じでございます。まず、今年度 12月期の支給月数を 1.750月から、一般職に

準じて 0.05月引き上げ、1.8月とするものでございます。さらに、31年度以降につき

ましても、一般職の改正と同様、引上後の支給月数が年 3.4月となりますことから、1.7

月分ずつ等分の支給月数になるように改正するものでございます。 

最後の(４)は、夜間看護手当でございますが、現行は、対象者が葛巻病院の看護師に

なりますが、看護業務を深夜、午後 10時から翌日５時までの間に勤務した場合、夜間

看護手当が支給されるものであります。今般、全国的に看護業務における夜勤の担い手

が減っている現状を改善し、人材確保につなげるために人事院規則において手当の増額

改正が行われたことを受けまして改正するものでございます。内容は、深夜の全部の時

間を勤務した場合 6,800円から 500円引き上げ 7,300円に、深夜勤務の時間が一部の場

合、勤務時間に応じて、それぞれ３段階でございますが、250円から 150円に引き上げ、

3,550円から 2,150円とするものでございます。30年４月１日から遡及適用させるもの

でございます。 

次に、議案集に戻っていただきまして、29ページをお願いいたします。 

議案第 38号、町立コミュニティセンター等条例の一部を改正する条例でございます。 

本案件につきましては、従来、各地域で整備しておりました、いわゆる自治公民館、

あるいは地区集会所につきまして、地域の人口減少、あるいは高齢化等に備え、建て替

え等が困難な状況であることに鑑み、一定の要件のもと町が直接整備する方式に変更し

たところでありますが、新しいルールのもとで整備を進めてまいりました最初の施設が

新年度、供用開始に向けて完成の見込みとなりましたことから、公共施設として位置づ

けるものでございます。 

改正点は、第１条で町立コミュニティセンターの次に町立集会所を加え、第２条でも

第７号の次に第８号、町立集会所を加え、表を追加するものでございます。表中には、

施設の名称が泉田自治会館、位置が旧施設の跡地であります、葛巻町江刈第 18地割 36

番地 15となるものでございます。 

附則でございますが、第１項で施行日を新年度４月１日からとし、第２項でございま

すが、条例施行後の管理は他のセンターと同様、指定管理を予定しており今定例会議に

そのための議案を上程いたしておるところでございます。このことから、指定管理者の

指定のための手続き等は、この条例の施行前においても行うことができる旨を規定し、

必要な準備を進めようとするものでございます。 

次に、31ページをお願いいたします。 

議案第 39号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩

手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについてでご

ざいます。 

本案件につきましては、岩手県市町村総合事務組合の構成団体であります紫波、稗貫

衛生処理組合が平成 31年３月 31日をもって解散しますことから、岩手県市町村総合事

務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び同事務組合規約を別紙のと

おり変更することの協議に関し、地方自治法の規定により議決をお願いするものでござ

います。 

別紙につきましては、32ページでございますが、変更内容につきましては、次の 33
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ページの新旧対照表をお願いいたします。上段の表、別表第１は総合事務組合の構成団

体でございますが、下線部分、解散する紫波、稗貫衛生処理組合が削られるものでござ

います。下段の別表第２は、事務組合が共同処理する事務を規定しているものでござい

ますが、同様に紫波、稗貫衛生処理組合が規約から削られるものでございます。附則と

して、平成 31年４月１日からの施行でございます。 

次に、契約案件でございますが、変更契約案件２件でございます。 

34ページをお願いいたします。 

１件目、議案第 40号、葛巻小学校大規模改修工事の変更請負契約の締結に関し議決

を求めることについてでございます。 

本案件につきましては、本年７月 17日に議決いただきました、葛巻小学校大規模改

修工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法及び議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議決をお願いする

ものでございます。 

変更する内容は契約金額でございまして、変更前 208,440,000円を 531,360円増額し

まして、208,971,360円とするものでございます。 

変更の理由、工事内容等でございますが、主には撤去する建材を再確認したところ、

アスベストが含まれていることが判明しましたので、アスベストを基準に従って除去し

ようとするものでございます。そのほか全般に建具の傷みが予想以上に進んでおりまし

たことから、建具の調整を行い長寿命化を図ろうとすることなどによる変更でございま

す。 

次に、35ページをお願いいたします。 

２件目の契約案件でございますが、議案第 41号、ふれあい宿舎グリーンテージ改修

工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてでございます。 

先程と同じく、本年７月 17日に議決をいただきました、ふれあい宿舎グリーンテー

ジ改修工事の請負契約の締結に関し、その一部を変更するため、地方自治法及び議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の規定により、議決をお願い

するものでございます。 

本案件も、変更する内容は契約金額でございまして、変更前 204,120,000 円を

7,846,200円増額しまして、211,966,200円とするものでございます。 

変更理由、工事内容等でございますが、ロビー、ラウンジ等の床材について、当初、

一般的な樹脂系のものを予定しておりましたが、町産材を用いたフローリングに変更す

ること、和室の傷みが進んでいる中、施設全体の調和を考慮し、壁面、ふすまを全面的

に張り替えることとしたこと、冷暖房設備については、現在、全館一本の系統のため、

故障、修理などで冷暖房を停める必要がある場合、部分停止ができず不合理であること

から、機能低下を最小限に抑制できるように、系統を４分割にすることなどによる変更

でございます。 

次に、36ページをお願いいたします。 

議案第 42号、公の施設に係る指定管理者の指定に関し議決を求めることについてで

ございます。 

本案件につきましては、先ほどの議案第 38号で上程申し上げました、泉田自治会館
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を指定管理の方法により管理、運営するために、公の施設に係る指定管理の指定に関し、

次のとおり指定するため、地方自治法の規定により、議決をお願いするものでございま

す。 

１として、指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称が、泉田自治会館。２、指定

管理者となる団体として、泉田自治会を指定するものであり、その選定にあたっては、

公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例第 5条の規定により、公募によ

らないで選定するものでございます。３の指定の期間は、平成 31年４月１日から平成

33年３月 31までとし、周期については他のコミュニティセンターとの現行指定期間に

合わせるため、32年度末としているものでございます。 

以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。慎重ご審議の上、ご賛同賜りま

すよう、お願い申し上げます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

病院事務局長。 

 

病院事務局長（ 松浦利明君 ） 

それでは、議案第 35号、平成 30年度葛巻町国民健康保険病院事業会計補正予算（ 第

１号 ）について、ご説明を申し上げます。 

まず、収益的収入及び支出でございますが、支出につきまして、医業費用 9,387,000

円減額いたしまして、1,121,067,000 円とするものです。主な内容といたしましては、

給与費の改定でございまして、人事異動に伴うもの及び人事院勧告による給与改定によ

るものでございます。 

続きまして、資本的収入及び支出についてでございます。まず、支出の方でございま

すけども、建設改良費で 2,000,000円増額いたしまして、5,602,000円とするものでご

ざいます。これは、現在進めております一般病床に地域包括ケア病床を導入することに

ついて、それに向けた提出書類を作成するためのシステムの導入ということになりまし

て、具体的にはパソコン 1台と関連するソフトということで、電子カルテから情報を取

り込んで様式を作成するという内容になっております。この財源として、収入で、企業

債 2,000,000円をみるものでございます。 

次のページをご覧いただきたいと思います。２ページになります。 

企業債につきましては、今、資本的収入及び支出のところで申し上げました、企業債

を 2,000,000円増額するものでございます。 

第５条の流用することができない経費につきましては、職員給与費、先ほどの金額を

減額するものでございます。 

３ページをご覧いただきたいと思います。 

収益的収入及び支出の給与費の中身でございますが、給料につきましては

11,590,000 円の減額とするものでございまして、当初見込んでいた職員数が 2 名減に

なっているもので、途中で退職された方もおりまして、減額となるものでございます。

手当につきましては 3,378,000円ということになりまして、これは給与改定によるもの

等があるものでございます。 
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次のページ、4ページ、法定福利費は 498,000円の減額、退職給与金につきましては

677,000円の減額ということになります。 

５ページ、資本的収入及び支出についてでございますけども、先程来、説明しており

ますけども、データ提出加算という診療報酬を算定するものがあるのですが、そのデー

タ提出加算の届出をするために様式１という書類を作らなければならないわけでござ

いまして、その１を作成するためのシステムを導入するものでございます。 

続きまして、６ページ、７ページはキャッシュフロー計算書で、この補正額を反映さ

せたものでございます。 

続きまして、８ページ、９ページは貸借対照表となりますので、これも同じく反映さ

せたものでございます。 

10ページでございます。 

給与費明細書の総括表になりますけども、職員数が２名減ということでの内容でござ

います。ここにつきましては、手当の部分につきましては、この総括表につきましては、

県から、医療局から派遣になっている総看護師長を１名プラスしてみているものでござ

います。 

それから、12 ページ、今般の給与改定、給与の方の補正予算の主な要因の分析でご

ざいます。給与改定に伴う分、それから、昇給に伴う分、それから、人事異動等による

増減の分ということになりまして、このような内容になっておりますので、お目通しを

いただきたいというように思っております。 

一番最後のページ、起債につきましては 2,000,000円の増額ということになっており

ます。 

以上で、説明を終わります。よろしくお願いを申し上げます。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

建設水道課長。 

  

建設水道課長（ 中山優彦君 ） 

議案第 36号、平成 30年度葛巻町水道事業会計補正予算（ 第１号 ）について、ご説

明申し上げます。 

今回の補正でございますけれども、収益的収入支出につきましての予定額を補正する

ものでございまして、増額となるものでございます。 

まず、１ページについてご説明申し上げます。 

第２条、収益的収入及び支出でございます。まず、収入でございます。第１款、水道

事業収益、第２項、営業外収益でございますけれども、1,480,000円増額いたしまして、

60,644,000 円とするものでございます。次に、支出でございます。第１款、水道事業

費用、第１項、営業費用 327,000円増額いたしまして、184,388,000円とするものでご

ざいます。 

次に、２ページについてご説明申し上げます。２ページをご覧いただきたいと思いま

す。 

収益的収入及び支出について、ご説明申し上げます。収入でございます。１款、２項、
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４目、雑収益 1,480,000円増額するものでございますけれども、これは消費税の還付金

につきまして、平成 29年度決算の実績に伴いまして、増額とするものでございます。 

次に、３ページについてご説明申し上げます。３ページをご覧いただきたいと思いま

す。 

支出でございます。１款、１項、２目、総係費、１節、給料、２節、職員手当、６節、

法定福利費でございますけれども、合わせて 327,000円増額するものでございます。こ

れは、人事院勧告によります給与改定に伴いますもの、また、４月の定期人事異動に伴

います職員手当等を補正するものでございます。 

今回の補正によりまして、全体の予算が 1,153,000円ほどアップいたしますけれども、

これによりまして数値の変動がございます。 

４ページ以降のキャッシュフロー計算書及び８ページ以降の給与費明細書につきま

しては、お目通しをいただきますようにお願いをいたします。 

以上で説明を終わりますけれども、よろしくご審議をいただきまして、ご賛同賜りま

すようにお願い申し上げます。よろしくお願いします。 

 

議長（ 中崎和久君 ） 

これで、提案理由の説明を終わります。 

ただいま議題となっております、議案第 32号から議案第 42号までの 11議案につい

ては、葛巻町議会総合条例第 46条第１項の規定により、輝くふるさと常任委員会に審

査を付託します。 

お諮りします。 

ただいま、輝くふるさと常任委員会に付託しました、議案第 32号から議案第 42号ま

での 11 議案については、今会議中に審査を終え、12 月 14 日の最終本会議で委員長の

報告を求めたいと思います。これに、ご異議ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

異議なしと認めます。 

したがって、議案第 32号から議案第 42号までの 11議案については、12月 14日の

最終本会議で、委員長の報告を求めることに決定しました。 

以上で、本日の日程はすべて終了しました。 

なお、輝くふるさと常任委員会に審査を付託しました、議案第 32 号から議案第 42

号までの 11議案の審査については、12月 11日に行いますので、ご承知願います。 

本日は、これで散会します。  

ご苦労様でした。 

 

（ 散会時刻 １０時４９分 ） 


